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時  刻 午後 ４時００分 
開会 

宣 言 者 委員長 

議案番号 件       名 

  選挙 

  

議案番号 件       名 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

付議事件 
（ 件） 

  

記  号 件       名 

 大韓民国ウルサン広域市との教育交流について 

 通学中における児童生徒の安心・安全について 

 成人の日のつどいについて 

  

報告 
（３件） 

  

記  号 件       名 
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第１ 開会宣言 
○委員長 午後４時００分開会を宣言する。 

 
 
 

第２ 会議録署名委員の指名 
○委員長 山田，小池両委員を指名。 

 
 
 

  
第３ 報 告  
○総務課長 大韓民国ウルサン広域市との教育交流について，資料に基づき

報告。 
【報告概要】 
ウルサン広域市の概要，新潟市とウルサン広域市との教育交流

に関する意向書の締結等について報告。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○小池委員 来年度はウルサン市から児童生徒をこちらに招へいするという

ことですが，どれくらいの規模を考えていますか。 
 

○学校指導課長 具体的にはまだ検討しておりませんが，これまで新潟市がやっ

てきたところによれば１５～１６人程度を受け入れ，次の年に

は同じ数の子どもたちを派遣するというようなことが今までの

状況でしたので，それを基にして検討したいと思っております。

 
○小池委員 今までハルピンとの間でやっていたような交流の規模を考えて

いるわけですか。 
 

○学校指導課長 はい。 
 

○委員長 日本の教育委員会とウルサン市の教育庁とのの違いはどうです

か。教育長は向こうに行かれたそうですが。 
 

○教育長 ウルサン市の教育監は選挙で選ばれます。市長とは独立してい
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まして，予算の措置権だとか人事権だとか独自に権限を持って

いますので，日本以上の権限を持っていることになります。 
 

○委員長 要するに教育については，教育委員会と市長部局あるいは町村

長部局とは別ですが，こちらは予算を市長部局が持っているの

ですが，ウルサン市は教育庁が予算を持って執行しているとい

う点が大きな違いだろうと思います。それだけ権限が大きく，

しかも教育監は公選で，それも聞いてみますと市長選挙と一緒

に行ったり，また別々に行ったりだそうです。 
韓国ではあちこちの都市で教育交流をやっているものでしょう

か。 
 

○教育長 ウルサン市が萩市と姉妹都市です。人口で萩市が５万くらいで

ウルサン市が７万くらいのときに結んだのですが，その後ヒュ

ンダイという自動車の工場と同じ都市の中では最大だという石

油精製基地でＳＫという石油会社がウルサン市に入ってきて，

急激に発展していったということです。広域市という日本でい

う政令市になっていますので，新潟と姉妹都市関係を結びたい

と思われるのですが，既に萩市と姉妹都市を結んでいて，そう

いう意味で，一国一市というのを大事に思っているみたいです

ので，まだそこまでいかないとうい状況です。 
 

○委員長 萩市とも教育交流を行っているのですか。 
 

○教育長 行っています。 
 

○委員長 ほかの都市も教育交流をやっているものですか。 
 

○総務課長 ウルサンは中国の長春，それからロシアともやっていますし，

オーストラリアのビクトリア州とも教育交流を行っています。

 
○白勢委員 何でウルサン市と交流をしようということになったのですか。

 
○教育長 日韓同時開催のワールドカップを機に少年サッカーの交流が始

まったのがきっかけです。それと昭和５０年代のころ韓国と姉

妹都市の関係で交流をやりたいという話がありまして，そこの

候補地のひとつがウルサン市だったわけです。 
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○小池委員 ワールドカップサッカーが開かれたスタジアムがある都市はウ

ルサンのほか幾つかあったわけですが，その中でウルサンとい

うのはどういう縁で交流が始まったのですか。 
 

○生涯学習部長 非常に新潟とつくりが似ているといいますか，港湾都市それか

ら市内に大きな川が流れていまして，そのほか教育長からお話

のあったように前々からウルサンが幾つかの都市の候補として

あがっておりました。一番の要因がやはりワールドカップサッ

カー開催都市ということで，お互いに日本海に面している共通

面もあったことによります。 
 

○山田委員 新潟市は韓国の学校と交流するのは，はじめてですか。 
 

○総務課長 小学校で２校，中学校でも２校がソウルの学校と姉妹校を結ん

でおります。 
 

○委員長 小中学校は義務教育だそうです。９年間というのは同じで，中

学校の義務化がされたのは２００２年だそうです。２学期制で

１学期が３月に始まって８月に終わるという，そして冬休みは

１月１か月間お休みなんだそうです。所変わればという気もい

たしますが，いずれにしても大学進学率は７４．何パーセント

で世界最高水準を誇っているお国柄でもあります。そういった

意味で学力向上のためにも何か良いものがあればと思います。

 
○学校指導課長 通学中における児童生徒の安心・安全について，資料に基づき

報告。 
【報告概要】 
不審者事案の現況，教育委員会の取組み，学校の取組み等につ

いて報告。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○白勢委員 不審者情報が１４７件と大変多い数字だと思いますが，実際に

危害を加えられたとか事件になった件数は，どのくらいあるの

ですか。 
 

○学校指導課長 実際に危害を加えられたというようなことは，新聞でも報道さ
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れましたが，ナイフのようなもの，金属片を付けられたとか，

実際に声をかけられて，衣服をつかまれたとかというようなこ

とでありまして，具体的に重い怪我を負ったというものはあり

ません。ただ，金属片を付けられたために擦り傷を負ったとい

うことはあります。 
 

○白勢委員 それは数件ということですか。 
 

○学校指導課長 はい。 
 

○山田委員 南署管内は５２件と大変多いのですが，広さもあるし学校数の

問題もあると思うのですが，全部で８管内で学校数，児童数等

に比べてどうだという分析はしているのですか。 
 

○学校指導課長 そこまで計算して分析しておりませんが，各警察署管内で数字

が極端に違いますのは，それぞれの警察署が今まで取り組んで

きたその取り組み方が大部違うようなことがありまして，特に

南警察署は，この８つの中でも前から情報というものの共有化

を盛んにしている警察署でもありますので，このような多い数

字が出てきたものと考えております。 
 

○山田委員 加茂市の場合ですとスクールバスでみんなを送るというニュー

スが出た後，最後は一人一人を自宅にどう届けるかと，スクー

ルバスが大変有効だと，報道で出ていました。新潟市は大変大

きくなったわけですが，スクールバスを動かしてそういう形を

とるのが良いのかどうかについて，どのように考えていますか。

 
○学校指導課長 スクールバスの今の運行状況を新潟市の場合及び様々な市町村

の場合について考えてみましても，子どもたちを一戸一戸の戸

口まで送ることは不可能に近いわけでして，やはりある所から

は一人になることになります。従いましてスクールバスが最も

良い方法であるかどうかは，今後検討のやり口が実際にありま

すし，また，加茂市の担当者もスクールバスを降りてから一人

になるところが今後の課題であると言っておりますことから考

えましても，スクールバスがオールマイティであるとは，なら

ないのかと考えております。 
 

○山田委員 こういうふうに地図を作って分析をして，先ほどの話で大事な
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観点をいくつかお話していただいたのですが，これについては

学校には知らせているのでしょうが，市民全体にこういうこと

をアピールしていって子どもを地域で守るんだということを繰

り返し出していくことが非常に大事だと思うのですが，そうい

うことについてはどうなっていますか。 
 

○学校指導課長 私ども学校指導課でありますことから，主に学校への指導に，

この分析結果を基に指導してきましたが，ご指摘のように市民

全体がこういう情報を共有して市民全体の目で子どもたちを守

るということは，大変重要でありますので，それらの啓発につ

いては検討していきたいと思います。 
 

○委員長 不審者情報が１７年度１１月までで１４７件，１６年度は１年

間で９１件と，８か月で１．５倍で１７年度がかなり増えてい

ますが，これは何かあるのですか。 
 

○学校指導課長 これにつきましては，子どもたちや保護者，教員が不審者情報

について敏感になって対応するようになったことによります。

軽微なもので，例えば不審者かどうか分からないものについて

は今まで報告しなかったものが，不審者と少しでも思われれば

報告するというようなことで，大変こういう情報に敏感になっ

ておりまして，自分たちの身を守るということが身に付いてき

た結果として捉えております。また，ニュースになったことに

よって自分もやってみようという類似犯，模倣犯がいるのでは

ないかと推測されます。 
 

○委員長 不審者情報を携帯に送るという取組みもありますし，上越市な

どはホームページで公開しているように，地域の人たちがそう

いう情報を共有するという，方法としては考えられるわけです。

例えば新潟小学校，小針中学，宮浦中学では既にそういうもの

を始めていると聞いていますが，このことについてはどうです

か。 
 

○学校指導課長 今ご指摘のありましたように数ヵ校の小中学校では，既に携帯

へのメールで不審者情報を発信しております。それは希望者に

ついてであります。また，十数ヵ校が学校のホームページその

ものを携帯でも見れるようにカスタマイズしていると聞いてお

ります。配信とホームページに不審者情報を掲載することによ



 ８

って，いつでも保護者が見れることになりますので，今後学校

ではそういうことを進めてほしいということで指導をしていき

たいと思います。学校指導課のホームページにつきましても，

配信するということは様々な面で難しい点がありますが，不審

者情報がありしだいホームページを更新してそのホームページ

にアクセスすれば最新の不審者情報がとれるというようなこと

を検討中であります。 
 

○委員長 教育委員会のホームページ上では不審者情報を出すところまで

には，なかなかいかないといいうことでしょうか。 
 

○学校指導課 現在は，学校に対して，不審者情報があった場合は，ファック

スや電話で，学校を通じて行っておりますが，学校を含めた保

護者，地域について，学校指導課でホームページをどうするか

については，検討課題としております。ただ，学校については

保護者に対していち早く情報を流すことが重要でありますの

で，ホームページやメール配信については積極的に指導してい

きたいと思います。 
 

○委員長 来年度の国の予算でスクールガードを配置するための予算が認

められたわけですが，それを活用しようというような考えはあ

りますか。 
 

○総務課長 安全対策については，来年度の取組みとして考えていかなけれ

ばいけないと考えておりますが，スクールガードが良いのかど

うかまだ結論が出ていません。先ほどの地域の方々の力を借り

ていこうというのが今の私たちの方向性だと思っていますの

で，その方向で安全対策については，力を入れていきたいと思

っております。 
 

○委員長 １１０番の話がありましたが，これはいわゆる安全マップです

が，危険マップというのはあるのですか。 
 

○学校指導課長 各学校で作っております通学路のマップの中には１１０番の家

や１１０番の店がありますし，この道は街灯が少なく大変危険

で，前に不審者があったというようなことについては，明示し

てありまして，１つの地図に安全の１１０番の場所と危険箇所

が書かれているものが，通学路安全マップというものでありま
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す。 
 

○委員長 よく言われるのは，危険マップはできたけれども子どもたちが

実際にそこを見て歩いているのかということもあるんですね。

やはり，子どもたちが実際にそこが危ないんだということは，

行ってみないと分からないような気がしますが，その辺の取組

みは，どうですか。 
 

○学校指導課長 ご指摘の通りでありまして，子どもが実際に頭ではなくて現場

に行くことが重要でありますので，１２月中に全小学校で通学

路を集団下校の折，教員が引率をしてそのマップを基にここが

危険な場所，ここが１１０番の家というようなかたちで示して，

実際にどうするかということを現地指導しております。 
 

○小池委員 安全は第一なんですが，あまり過敏になっても子どもたちが外

で遊べないような状況になりますし，常に危険を感じながら通

学していくほど危険ではない所もあるわけで，非常に難しい問

題なのですが，やはり最大のメリットがある方法としては，セ

ーフティ・スタッフのように地域の方たちの目が常に行き届く

という状況をどうつくるかということだと思います。そのセー

フティ・スタッフの事業が始まってもう何年か経っていますが，

何かそれで課題などが見つかっているということはありません

か。うまくいっていますか。 
 

○学校指導課長 セーフティ・スタッフは，そもそもが，ながらパトロールと申

しまして，その方が何かをするときに着ていただくと，気軽に

パトロールできるということから広まっている事業でありま

す。しかし，実際に事件が起こるのは下校時でありますので，

一番危険なときにそれを着ていただけなかった場合がありまし

て，それが問題でありました。それで今回は，なるべく子ども

たちの下校時に着ていただけるよう，強いお願いをセーフテ

ィ・スタッフにしているというのが現状であります。 
 

○小池委員 積極的にこの時間帯にぜひお願いしたいとアピールすること

は，大事だと思います。やはり登録なさっている方は，それな

りに役に立ちたいというお気持ちをお持ちで登録されているわ

けですから，学校はどういうことを望んでいるかということを

機会をとらえて伝えていくことは，大切ではないかなと思いま
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す。 
 

○委員長 これをやれば絶対大丈夫だという決め手は，なかなか見つから

ないと思います。ただ，方向としては地域の大人が見守ってや

るということだろうと思います。それには学校長が地域に働き

かける，学校のほうからですね。私の家には防犯協議会のほう

から最近こういう事件が起きているので，気をつけて子どもた

ちを見守ってくださいというような回覧板が回ってきました

が，これもひとつの手だろうと思います。そういった意味で，

教育委員会としては，できる限りの手を打つということだろう

と思います。例えば，大阪の吹田市ではＩＣタグを持たせてい

るようなこともありますので，そういうことも研究してみる必

要があるでしょうし，あらゆる事を想定しながら，色々な方策

があると思います。これは命に関わる問題でありますので，私

共もがんばりますけれども，現場の先生方にもぜひもう一度お

伝えしていただきたいし，そして地域への働きかけも学校から

していただけるようお願いしたいと思います。 
 

○青少年課長 成人の日のつどいについて，資料に基づき報告。 
【報告概要】 
成人の日のつどいの日程，会場，対象者等について報告。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○小池委員 実行委員の応募がなかったのは，とても残念なことですね。昨

年は何人くらいの応募があったのですか。 
 

○青少年課長 ５人です。今年も昨年と同じように市報，新聞，ホームページ

等で募集したのですが，応募がありませんでした。 
 

○小池委員 今年は，応募がなく残念でしたが，ぜひ来年度以降も募集方法

を考えるなり，公民館で活動しているグループに直接声をかけ

るなどして，実行委員を募集していくというかたちを続けてい

ったら良いのかなと思います。 
 

○委員長 仮に対象者９千人が全員来たら会場に入れるのですか。 
 

○青少年課長 １万人入れる会場ですが，いつも参加者は対象者全体の６０％
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前後になっています。 
 

○小池委員 合併した市町村の場合は，その地域でもこれとは別に成人の式

典をするところもあるのですか。 
 

○青少年課長 今回１月９日に開催しますつどいの対象者のうち，小須戸と潟

東と巻の地区が今年の８月１５日に行っています。新津と白根

と豊栄の地区が来年の５月３日に開催されます。 
 

○委員長 今後の方向は，どうですか。例えば政令市になったら１回で済

ませるというようなことは考えているのですか。 
 

○青少年課長 政令市１３都市のうち１０都市ほどが 1 ヵ所で一堂に会したや

り方でして，札幌などは区単位で行っておりまして，名古屋が

中学校単位でやっているという状況です。新潟市においては，

一堂に会す場所が朱鷺メッセか産業振興センターくらいかなと

思っておりますので，今後は，区単位でやるのも一つの手かと

考えておりますが，まだ結論は出ていません。 
 

○委員長 一体感の醸成については，1 ヵ所に集まって行ったほうが良いか

なとは思いますが，遠くから出てくることを考えるとかわいそ

うだなとも思いますし，いつもお盆にやっていたのに何で冬に

なるのかということもあると思います。そういう方向があるの

であれば，検討していただいて，良いかたちで成人の日のつど

いにしていただければと思います。 
 

  
第４ 次回日程  
○委員長 次回の日程について説明を求める。 

 
○総務課長 １月定例会は１月２０日（金）午後３時から，２月定例会は２

月２０日（月）午後２時からでお願いしたい。 
 

○全委員 全員異議なく了承する。 
 
 

第５ 閉会宣言  
○委員長 午後４時５０分，閉会を宣言する。 
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以上，会議のてん末を承認し，署名する。 
  

署名委員  
  

署名委員  
  
 


